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○「公益法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備に関する法律の施行並びにこれに伴う関係政令、省令及び告示の改正等

について」（平成１６年３月１９日付け基発０３１９００９号） 新旧対照表

（傍線の部分は改正部分）

改 正 後 現 行

別添８ 別添８

技能講習の名 講師の条件関係 技能講習の名 講師の条件関係

称 称

１～３０ （略） １～３０ （略）

（略） （略）

３１ フォー １（略） ３１ フォー １（略）

クリフト運 ２ 表の「走行に関する装置の構造及び取扱い クリフト運 ２ 表の「走行に関する装置の構造及び取扱い

転技能講習 の方法に関する知識」の項の「条件」の欄第 転技能講習 の方法に関する知識」の項の「条件」の欄第

規程(安衛法 ３号の「同等以上の知識経験を有する者」は 規程(安衛法 ３号の「同等以上の知識経験を有する者」は

別表第２０ 、次に掲げる者が該当すること。 別表第２０ 、次に掲げる者が該当すること。

第１７号関 （１）労働安全衛生規則別表第３「令第２０ 第１７号関 （１）労働安全衛生規則別表第３「令第２０

係) 条第１１号の業務」の項の各号に該当する 係) 条第１１号の業務」の項の各号に該当する

者、道路交通法第８４条第３項に規定する 者又は道路交通法第８４条第３項に規定す

大型自動車免許、中型自動車免許、準中型 る大型自動車免許、中型自動車免許、準中

自動車免許、普通自動車免許若しくは大型 型自動車免許、普通自動車免許若しくは大

特殊自動車免許を有する者又は道路交通法 型特殊自動車免許を有する者で、１０年以

第８４条第４項に規定する大型自動車第二 上フォークリフトの運転の業務に従事した

種免許、中型自動車第二種免許、普通自動 経験を有するもの

車第二種免許若しくは大型特殊自動車第二

種免許を有する者で、１０年以上フォーク （２）・（３） （略）

リフトの運転の業務に従事した経験を有す ３～６ （略）

るもの

（２）・（３） （略）

３～６ （略）

３２ ショベ １ （略） ３２ ショベ １ （略）

ルローダー ２ 表の「走行に関する装置の構造及び取扱い ルローダー ２ 表の「走行に関する装置の構造及び取扱い
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等運転技能 の方法に関する知識」の項の「条件」の欄第 等運転技能 の方法に関する知識」の項の「条件」の欄第

講習(安衛法 ３号の「同等以上の知識経験を有する者」は 講習(安衛法 ３号の「同等以上の知識経験を有する者」は

別表第２０ 、次に掲げる者が該当すること。 別表第２０ 、次に掲げる者が該当すること。

第１７号関 （１）労動安全衛生規則別表第３「令第２０ 第１７号関 （１）労動安全衛生規則別表第３「令第２０

係) 条第１３号の業務」の項の各号に該当する 係) 条第１３号の業務」の項の各号に該当する

者、道路交通法第８４条第３項に規定する 者又は道路交通法第８４条第３項に規定す

大型自動車免許、中型自動車免許、準中型 る大型自動車免許、中型自動車免許、準中

自動車免許、普通自動車免許若しくは大型 型自動車免許、普通自動車免許若しくは大

特殊自動車免許を有する者又は道路交通法 型特殊自動車免許を有する者で、１０年以

第８４条第４項に規定する大型自動車第二 上ショベルローダー等の運転の業務に従事

種免許、中型自動車第二種免許、普通自動 した経験を有するもの

車第二種免許若しくは大型特殊自動車第二 （２）・（３） （略）

種免許を有する者で、１０年以上ショベル ３～６ （略）

ローダー等の運転の業務に従事した経験を

有するもの

（２）・（３） （略）

３～６ （略）


